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国保税の３区分

医療保険分（医療分）
病院等で受診した際の医療費の支払いに充てる分の

保険税

後期高齢者医療支援金分（支援分）
７５歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支

援するための保険税

介護保険分（介護分）
介護保険のための保険税
４０歳～６４歳までの被保険者が納めます
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医療分

所得割 資産割

均等割 平等割

支援分

所得割 資産割

均等割 平等割

介護分

得所割 資産割

均等割 平等割

40歳から64歳まで
の被保険者が対象

※６５歳になると介護保険料は、
別に納めます
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４つの項目で保険税を課税します。

(1)所得割

応能割

(2)資産割

(3)均等割

応益割

(4)平等割
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(1)所得割とは

(2)資産割とは

(3)均等割とは

(4)平等割とは

被保険者それぞれの所得に応じて計算

被保険者の固定資産税を基に計算

世帯の被保険者数に応じて計算

均等割×人数

一世帯あたり金額

国民健康保険税



※各年度当初調定額（法定軽減及び限度額超過の適用後）

当初調定額の状況
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当初調定額の推移

当初調定額 1人当たり保険税調定額（平均）（円） （円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

当初調定額 1,251,364,200 1,205,606,800 1,274,376,300 1,231,148,200 1,235,154,500 1,182,850,000

被保険者数（人） 15,924 15,178 14,555 13,888 13,612 13,160

1人当たり
保険税調定額

93,519 95,352 105,755 107,431 110,019 108,700
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税率・税額見直し
により増

（単位：円/人）



年代別被保険者数

※令和4年6月1日時点の被保険者数
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年代別被保険者数（Ｒ４）
（単位：人）

10代以下 20代 30代 40代 50代 60～74 計

被保険者数（人） 1,082 521 737 1,095 1,486 7,623 12,544

割合（％） 8.63% 4.15% 5.88% 8.73% 11.85% 60.77% 100%

全体の約60％を60才以上
の被保険者が占めている。
社会保険加入者が定年退

職後、後期高齢者医療保険
に加入するまでの間、国保
の被保険者となる場合が多
いためと考えられる。
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年代別所得の状況
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令和4年6月1日時点国保資格取得者

所得階層別被保険者数（R4）

所得0円の被保険者が31.0%を占める。
（19才以下の被保険者1,082人除く）
このうち60才～74才は2,079人で被保険者
全体の約18.1％

20代 30代 40代 50代 60～74 計 割合

0円 272 315 380 508 2,079 3,554 31.0%

100万円以下 123 177 302 394 3,268 4,264 37.2%

200万円以下 87 135 208 306 1,680 2,416 21.1%

300万円以下 32 70 101 143 345 691 6.0%

400万円以下 1 20 40 53 116 230 2.0%

500万円以下 2 8 27 30 53 120 1.1%

600万円以下 2 0 11 23 31 67 0.6%

700万円以下 2 4 6 10 22 44 0.4%

800万円以下 0 2 4 7 9 22 0.2%

900万円以下 0 2 6 4 5 17 0.1%

1000万円以下 0 2 4 3 4 13 0.1%

1000万円以上 0 2 6 5 11 24 0.2%

計 521 737 1,095 1,486 7,623 11,462 100%

割合 4.6% 6.4% 9.5% 13.0% 66.5% 100%

3,554人
（31.0％）

4,264人
（37.2％）

2,416人
（21.1％）

691人
（6.0％）

230人
（2.0％） 120人

（1.1％）
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773,512 6,754,342 
19,011,347 

37,522,578 

276,941,665 

55,251 
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固定資産税額 1人当たり平均額

（円）

年代別固定資産税の状況

固定資産税総額 課税対象者数（人） 1人当たり平均

20代 773,512 14 55,251

30代 6,754,342 106 63,720 

40代 19,011,347 298 63,796 

50代 37,522,578 595 63,063 

60～74 276,941,665 4,421 62,642 

計 341,003,444 5,434 62,754 

（単位：円）

令和4年6月1日時点国保資格取得者

（円）

60代以上の被保険者数が圧倒的に多
いことから、固定資産税総額は群を抜
いて高くなっているが、１人当たりの
平均額をみると、30代以上の世代は同
水準である。
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年代別固定資産税総額及び平均額（R4）



年代別所得割・資産割の課税状況

319 374 434 474 

2,049 

9 

77 
219 397 

2,858 

5 

29 79 
198 

1,563 

188 257 

363 

417 

1,153 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

20代 30代 40代 50代 60～74

所得割のみ

資産割のみ

所得割・資産割有

所得割・資産割無

被保険者数のうち、60代以上が60％を占めているため、
どの項目も60代以上が多いが、年代別にみると20代から
50代で、「所得割・資産割無」の次に、「所得割のみ」
の被保険者が多くを占めている。
60代以上では「所得割・資産割有」の被保険者が最も

多い。
全体では、「所得割」も「資産割」も課税されない被

保険者が31.8％となっている。

10代以下1,082人中
所得割課税対象者…3名
資産割課税対象者…0名

年代別所得割・資産割課税状況（R4）

令和4年6月1日時点国保資格取得者

年代
所得割・資産割無 所得割・資産割有 資産割のみ 所得割のみ

合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

20代 319 61.2% 9 1.7% 5 1.0% 188 36.1% 521

30代 374 50.7% 77 10.4% 29 3.9% 257 34.9% 737

40代 434 39.6% 219 20.0% 79 7.2% 363 33.2% 1,095

50代 474 31.9% 397 26.7% 198 13.3% 417 28.1% 1,486

60～74 2,049 26.9% 2,858 37.5% 1,563 20.5% 1,153 15.1% 7,623

合計 3,650 31.8% 3,560 31.1% 1,874 16.3% 2,378 20.7% 11,462

（人）
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※各年度当初調定額における賦課額割合（法定軽減及び限度額超を除く）

応能割・応益割別賦課割合の状況

賦課額に占める資産割額の割合
は5年前と比べると0.5ポイント
減っており、僅かずつだが減少傾
向にある一方で、京都府の運営方
針により５０：５０が望ましいと
されている応能割：応益割の割合
については、徐々に応能割額の割
合が増加している。

応能割 応益割

所得割 資産割 均等割 平等割

平成29年度 52.50% 45.30% 7.20% 47.50% 30.10% 17.40%

平成30年度 52.80% 45.90% 7.00% 47.20% 29.60% 17.60%

令和元年度 52.90% 45.90% 7.00% 47.10% 29.50% 17.60%

令和2年度 52.80% 45.90% 7.00% 47.20% 29.30% 17.80%

令和3年度 53.60% 47.00% 6.60% 46.40% 28.70% 17.70%

令和4年度 53.90% 47.20% 6.70% 46.10% 28.40% 17.70%

17.40% 17.60% 17.60% 17.80% 17.70% 17.70%

30.10% 29.60% 29.50% 29.30% 28.70% 28.40%

7.20% 7.00% 7.00% 7.00% 6.60% 6.70%

45.30% 45.90% 45.90% 45.90% 47.00% 47.20%
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※応能割：個々の能力に応じて課税 ※応益割：受ける利益に応じて課税

応能割

応益割
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263,819 257,088 275,460 266,214 264,225 258,208 
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687,301 
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応能割・応益割別賦課額の推移を見ると、税率・税額の見直しにより令和元年度に一度増額した
ものの、被保険者の減少等により全体の賦課総額は減少している一方で、１人当たりの平均所得割
額は微増しており、自営業者等に向けた新型コロナ関連の補助金等が、被保険者の所得を底上げし
ていることが要因と思われる。

応能割・応益割別
賦課額の推移

税率・税額見直しによる増

1,562,039
1,494,263 1,492,087

1,456,1601,464,575

※各年度当初調定額（法定軽減及び限度額超過の適用前）

応能割・応益割別賦課額の状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

所得割 685,877 671,609 717,156 685,327 701,499 687,301

資産割 109,258 101,823 109,280 104,364 98,157 97,461

均等割 455,784 434,055 460,143 438,358 428,206 413,190

平等割 263,819 257,088 275,460 266,214 264,225 258,208

被保険者数 15,924 15,178 14,555 13,888 13,612 13,160

1人当たり所得割額 43,072 44,735 49,809 50,101 52,102 52,227
9
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※各年度当初賦課時点の世帯数及び割合

法定軽減世帯数の状況
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軽減世帯数の推移 法定軽減
低所得世帯に対する「均等割」と「平等割」の軽減制度。世帯主と被保険者の前

年中の所得額の合計が一定基準以下の場合、7割・５割・2割が軽減される。

8,736世帯

4,629
（56.0％）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

7割軽減 2,505 27.2% 2,479 27.6% 2,425 27.8% 2,333 27.5% 2,346 27.8% 2,367 28.6%

5割軽減 1,431 15.5% 1,433 15.9% 1,358 15.5% 1,360 16.1% 1,281 15.2% 1,300 15.7%

2割軽減 1,121 12.2% 1,126 12.5% 1,090 12.5% 1,028 12.1% 999 11.8% 962 11.6%

軽減非該当 4,147 45.1% 3,952 44.0% 3,863 44.2% 3,751 44.3% 3,810 45.2% 3,639 44.0%

総世帯数 9,204 100.0% 8,990 100.0% 8,736 100.0% 8,472 100.0% 8436 100.0% 8,268 100.0%

限度額超過世帯 81 0.9% 73 0.8% 83 1.0% 71 0.8% 77 0.9% 87 1.1%

（世帯）

9,204世帯

8,436世帯 8,268世帯
8,472世帯

8,990世帯

5,057
（54.9％） 4,873

（55.8％）
4,721

（55.7％）

4,626
（54.8％）

5,038
（56.0％）


